
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

現
下
の
厳
し
い
経
済
状
況
及
び
雇
用
情
勢
に
対
応
し
て
税
制
の
整
備
を
図
る
た
め
の
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
い
、
不
動
産
取
得
税
、
固
定
資
産
税
等
に
係
る
課
税
の
特
例
に
関
す
る
細
目
を
定
め
る
ほ
か
、
国
有
資
産
等
所
在

市
町
村
交
付
金
の
交
付
対
象
と
な
る
飛
行
場
を
追
加
等
を
行
う
こ
と
と
し
、
次
の
と
お
り
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正

す
る
も
の
と
す
る
。

第
一

地
方
税
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項

一

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

１

更
正
又
は
決
定
に
基
づ
く
法
人
住
民
税
の
中
間
納
付
額
及
び
利
子
割
額
控
除
等
不
足
額
の
還
付
に
係
る
還
付
加
算
金

の
計
算
期
間
に
つ
い
て
、
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
か
ら
更
正
の
日
の
翌
日
以
後
一
月
を
経
過
す
る
日
（
当
該

更
正
が
更
正
の
請
求
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
更
正
の
請
求
の
日
の
翌
日
以
後
三
月
を
経
過
す
る
日
と

当
該
更
正
の
日
の
翌
日
以
後
一
月
を
経
過
す
る
日
と
の
い
ず
れ
か
早
い
日
）
ま
で
の
日
数
は
、
当
該
計
算
期
間
に
算
入

し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
の
五
、
第
九
条
の
九
の
四
関
係
）

２

特
定
寄
附
信
託
の
委
託
者
が
、
当
該
特
定
寄
附
信
託
契
約
に
基
づ
き
寄
附
金
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
公
益
法
人
等



に
対
し
て
寄
附
し
た
金
額
の
う
ち
、
寄
附
金
税
額
控
除
が
適
用
さ
れ
な
い
非
課
税
と
な
っ
た
利
子
所
得
に
相
当
す
る
金

額
の
計
算
方
法
等
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
四
条
の
五
関
係
）

３

保
険
会
社
の
相
互
会
社
か
ら
株
式
会
社
へ
の
組
織
変
更
に
よ
り
割
り
当
て
を
受
け
た
株
式
（
以
下
「
割
当
株
式
」
と

い
う
。
）
を
特
定
口
座
に
受
け
入
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
割
当
株
式
と
同
一
銘
柄
の
上
場
株
式
等
を
保
有
し
て
い

た
こ
と
に
よ
り
、
特
定
口
座
に
受
け
入
れ
た
割
当
株
式
の
取
得
価
額
が
異
な
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

異
な
る
こ
と
に
よ
り
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
負
担
を
減
少
さ
せ
る
結
果
と
な
る
と
き
は
、
当
該
特
定
口
座
に

係
る
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
、
総
所
得
金
額
の
計
算
上
除
外
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
八
条

の
四
関
係
）

４

利
子
割
を
非
課
税
と
す
る
特
例
民
法
法
人
か
ら
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
に
移
行
し
た
退
職
金
共
済
事
業

を
行
う
法
人
の
範
囲
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
十
三
条
関
係
）

二

事
業
税

更
正
又
は
決
定
に
基
づ
く
事
業
税
の
中
間
納
付
額
の
還
付
に
係
る
還
付
加
算
金
の
計
算
期
間
に
つ
い
て
、
確
定
申
告
書

の
提
出
期
限
の
翌
日
か
ら
更
正
の
日
の
翌
日
以
後
一
月
を
経
過
す
る
日
（
当
該
更
正
が
更
正
の
請
求
に
基
づ
く
も
の
で
あ



る
場
合
に
は
、
そ
の
更
正
の
請
求
の
日
の
翌
日
以
後
三
月
を
経
過
す
る
日
と
当
該
更
正
の
日
の
翌
日
以
後
一
月
を
経
過
す

る
日
と
の
い
ず
れ
か
早
い
日
）
ま
で
の
日
数
は
、
当
該
計
算
期
間
に
算
入
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
九
条
関

係
）

三

不
動
産
取
得
税

１

そ
の
対
象
と
な
る
住
宅
の
細

新
築
の
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、

目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
七
条
関
係
）

２

の
用
に
供
す
る
土
地
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と

新
築
の
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅

な
る
住
宅
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
九
条
の
三
関
係
）

四

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税

１

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
が
所
有
し
、
か
つ
、
一
定
の
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に

係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
か
ら
家
屋
及
び
償
却
資
産
を
除
外

す
る
こ
と
。
（
第
五
十
二
条
の
十
の
六
関
係
）

倉
庫
業
者
又
は
港
湾
運
送
事
業
者
が
新
設
又
は
増
設
し
た
流
通
機
能
の
高
度
化
に
寄
与
す
る
一
定
の
倉
庫
等
又
は
上
屋

２



に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
地
域
か
ら
鉄
道
の
貨
物

駅
の
周
辺
の
地
域
を
除
外
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

電
気
自
動
車
に
充
電
す
る
た
め
の
設
備
等
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
か
ら

３
充
電
設
備
を
除
外
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

４

都
市
再
生
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
が
認
定
事
業
に
よ
り
取
得
し
た
一
定
の
公
共
施
設
等
の
用
に
供
す

る
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
資
産
の
範

囲
に
一
定
の
認
定
事
業
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

一
定
の
電
気
通
信
事
業
を
営
む
者
が
取
得
し
た
公
共
性
を
有
す
る
業
務
に
資
す
る
一
定
の
電
気
通
信
設
備
に
係
る
固

５

（
附
則
第
十
一
条
関

定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
資
産
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。

係
）

６

特
定
特
殊
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
基
準
適
合
表
示
の
付
さ
れ
た
特
定
特
殊
自
動
車
に

係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
特
定
特
殊
自
動
車
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
一
条
関
係
）



港
湾
法
に
規
定
す
る
港
湾
運
営
会
社
が
国
際
戦
略
港
湾
及
び
一
定
の
国
際
拠
点
港
湾
に
お
い
て
、
国
の
補
助
又
は
国

７
の
貸
付
け
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
取
得
し
た
一
定
の

に
係
る

港
湾
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
及
び
償
却
資
産

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
資
産
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
で
あ
る
一
定
の
貸
家
住
宅
に
係

８

対
象
を
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
で
あ
る
一
定
の
貸
家
住
宅
と
し

る
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の

そ
の
対
象
と
な
る
資
産
の
細
目
を
改
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

、

第
二

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項

自
衛
隊
飛
行
場
又
は
米
軍
飛
行
場
の
う
ち
空
港
の
機
能
を
果
た
す
も
の
に
お
い
て
国
が
整
備
し
、
専
ら
一
般
公
衆
の
利

用
に
供
す
る
施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
係
る
市
町
村
交
付
金
に
つ
い
て
、
対
象
と
な
る
飛
行
場
に
岩
国
飛
行
場
を

追
加
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

第
三

そ
の
他

１

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。



高
齢
者
の
居
住
の
安

２

前
記
第
一
の
一
２
の
改
正
は
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
三
の
１
及
び
２
の
改
正
は

定
確
保
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら

第
一
の
四
の

の
改
正
は
電
気
通
信
基
盤
充
実

、

５

臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
、
第
一
の
四
の

の
改
正
は
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を

４

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
、
第
一
の
四
の
８
は
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
、
第
一
の
四
の
７
の
改
正
は
港
湾
法
及
び
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部

そ
の
他
の
改
正
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
、

る
こ
と
。


